
171

結核回復者後保護施設におけ る2,3の 問題点とその対策
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結核予防会神奈川県支部

受付 昭和41年1月28日

PRESENT PROBLEMS OF TUBERCULOSIS CONVALESCENTS

ADMITTED IN AFTER-CARE INSTITUTIONS, AND 

     SOME REMARKS ON ITS SOLUTION*

Ichiroh YAMAKI

(Received for publication January 28, 1966)

   The number of institutions for vocational rehabilitation of the tuberculosis convalescents 

in Japan have reached to 33 in 1964. Some of these institutions, however, have been suffering 

from the low occupancy rate, and 3 of these institutions were closed in 1965. As the prevalence 

of tuberculosis cases are still high among low iocome group at present in Japan, these institu-

tions aiming at the rehabilitation of tuberculosis convalescents among cases with bad social 

background must be used as efficiently as possible. 

   Rehabilitation, particularly re-employment, of the institutionized cases were extremely 

difficult in the previous days. Because of this fact, criteria for admitting cases into these 

institutions were very strict, and only those who were well healed, were admitted and efforts 

were made for vocational training. But, because of the recent shortage in the supply of labor 

market, vocational readaptation of the institutionized has become less difficult. In the future, 

therefore, those who have difficulty in rehabilitation, i. e., those with uncertainty in clinical 

healing, respiratory insufficiency, psychological problems, and aged, etc.  •••, should be given 

priority to be admitted to these institutions. Based on the author's experience in  `Shonan After 
Care Institution', management of cases with open-negative cavity and psychological approach 

for cases with weak will for rehabilitation, are considered to be most important. 

   For promoting the re-employment, geographical location of these institutions is considered 

to be particularly important. Although life in urban districts is not adequate for convalescents, 

re-employment is far easier if these institutions are located in large cities. 

   One third of the cases previously working and admitted to the Shonan After-Care Institution, 

were working in the big enterprises (those whose stocks are dealed at the Tokyo stock market) 

when their disease was discovered, and only 3% of all employed after discharge from the 

institution were accepted by the big enterprises of the same scale. To promote the re-employment 

of the convalescents, it is necessary to increase the acceptance by the big enterprises.

は じ め に

最近 リハ ビ リテーシ ョン問題が各方面の話題 になつ て

い るが,わ が国におけ るその実際活動はけつ して十分な

ものではない。そ の うちにあつて結核回復者の リハ ビ リ

テー シ ョン施設は比較的古 くか ら整備が進んでお り,特

定療 養所の作業療法 用病床,職 業訓練を主な 目的 とした

後保護施設,回 復者 の 自活組織 としての コロニー等がそ

* From Kanagawa Branch, Japan Anti-Tuberculosis Association, 3-185, Nakamura-cho, Minami-ku, 

 Yokohama, Japan.
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Fig.1.MapofJapanShowingtheDistribution

ofInstitutionsforVocationalRehabilitation

oftheTuberculosisConvalescents
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れ それの 目的に応 じた実際活 動を行なつ てい る。

わが国の結核回復者後保護施設は昭和39年 末 で施設

数33,そ の定員2,275で あつたが,数 年前か ら充足率

Table1.

の低 い ことが指摘 三)2)されてお り,そ の極度に低率な2・

3の 施設が昭和40年 に廃止 され るにいたつ た。結核症

が低所得層に限局 して きた現状3)4)に お い て,と くに社

会的悪条件にあ る回復者を対象 とす る後保護施設はその

存在意義が大 きい と考え られ,し たがつて またそ のニー

ドが消失 した とは考え られないに もかかわ らず,廃 止さ

れ る施設が実在す る事実は検討を要す る問題であろ う。

わが国におけ る結核回復者後保護 施設 の現勢は図1に 示

した とお りである。その所管別 によれ ば後保 護 指 導 所

(厚生省社会局更生課)と 更生施設(同 施設 課)の2本

建てになつてお り両者の国庫補 助率に格 差がある こと,

施設入所対 象が生保受給者(で なければ全額 自己負担)

に限 られている こと,以 上2点 が大きな隙路 とされてい

る。 しか しこれ ら行政上 の問題 は全体 に共通 した条件で

あ るか ら,個 々の施設問 に充足率 の格差 を生ず る原 因と

みなす ことはできないよ うに思われ る◎

以下に著者が患者管理を行なつてい る湘南 アフタケァ

協会神奈川後保護施設経 由者の現状 と全 国施設 の調査成

績 を分析 し,施 設充足率について若干の考察を加 えてみ

たい◎

施設入所対象の質的変動

ReasonofDischargeDuringthePeriodfrom1950to1964

Reasonofdischarge
i19S・-52い953-55卜956-5811959-6111ee2-641鴇 £f

Readapted

forsocial

life

Failedto

readapt

for

social

life

Employed
1149112157124'(

40.7%)(47.6%)(53。3%)(63。8%)(66.0%)

453

Self-supported● 3 4 19 20 13 59

Enteredtoschool 2 6 1 9

Married 4 3 3 2 12

(11。1%) (7.8%) (11.4%) (11.8%) (8。5%)

Returnedtohome,notworking

Removedtoanotherinstitution
(Asylumetc.)

5 30 54

2

30

2

12

5

(18.5%)(29.1%)(26.7%)(13.0%)(9.1%)

131

9

Requiringmedicalcarefor

Tuberculosis

Mentaldisorder

Pepticulcer

Others

Died

7

(26.0%)

3

1

1 13

2

22

(15.5%)(8.1%)

22

2

2

1

1

(11.4%)

7
.

6δ

1

1

3

(12.8%)

9
紹

ρ0

3

6δ

8

7

Others

Deserted

Alcoholic

1

(3.7%)

1

(0.5%)

1

6

(3.7%)

0
り

ρ0

T◎ta1
27103210246ユ88

(100.0%)(100.0%)(100,0%)(100・0%)(100・0%)

774
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昭和25年 初頭か ら39年 末 までの15年 間に神奈川後

保護施設を経由 した結核 回復者総数は774例(男523,

女251)で あ る。 これ らを施設退所時の転帰に よ り3年

ごとに まとめた ものが表1で あるが,職 を得 られないた

めに帰宅す るものは逐年減少 してお り,一 昔前の ごとく

就労(そ の多 くは もちろん雇傭 である)す ること自体が

困難であるとい う時代は過 ぎた と思われ る。に もかかわ

らず就労者数が昭和34年 以降各年度退所者のほぼ3/4

で頭打ちの傾向を示 してい ること,医 学的社会的な理 由

があつて就労 しえない ものの数は増 加傾 向にあ ること,

の2点 に注意を払 う必要があろ う◎

これは治癒程度に問題が な くて働 く意欲があつて も就

労できないとい う事態 はな くなつた代 り,後 述す るよ う

に施設入所対象の医学的社会的条件 が年 ご とに悪化 して

いるためと考え られ る。 したがつて雇傭 数が多少 とも伸

Fig.2.NumberofManifestUnemployedPersonin

AllJapanandinKaRagawaPrefecture(1954～1964)

(BasedondatafromtheLaborMinistry)
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Table2.RadiographicFindingsoftheChestamongDischarged1959～1964

(412cases,treatedwith20rmorecombinationchemotherapyregimensforatleast6months)

1959 1960 1961 1962

Caseswith

non-cavitary

lesions

CB*

CC*

Others

Percent )8

4

4

FO

謄

9
臼

0
げ

3(

18

10

6

(48.6)

15

17

5

(48.7)

12

4

2

(28.6)

Cases

surgically

treated

TH*

RE*

Percent

20

28

(57.8)

10

22

(45。7)

12

20

(42.1)

16

20

(57.1)

1963
一1964 1959～64

10

12

4

(33.8)

4

2

3

(20.9)

りδ

◎
V

5

n6

4

2

15

20

(45.4)

9

11

(46.5)

82

121

Caseswith

cavltary
lesions Percent )4

2

'
2( )7

4

。
5( )2

7
鐸

'
9(

9

(14.3)

16

(2S.8)

14

(32.6)

52

Tota1
Percent

83

(100,0)

70

(100.0)

76

(100.0)

63

(100。0)

77

(100.0)

43

(100.0)

412

"IndicatestypeoftheGakken'sclassificati◎n .

Table3. ReappearanceofTubercleBacilliinSputumandDeteriorationAcc◎rding

toRadiographicFindingsduringtheStayintheInstitution

Rad圭 ◎graphicfinding

Type

Numberofcases

%

Convertedto

positiveby

culture

Continued

negativeby

culture

Number

%

Deteriorated

Died

Number

%

Deteriorated

Died

Caseswithnon-cavitarylesions

CB 1
83

(100.0)

17

(20.5)

1

66

(79.5)

2

CC
}・th・ ・s

49

(100.0)

11

(22.4)

38

(77.6)

25

(100.0)

3

(12.0)

22

(88。0)

2

1**

Caesss縫rgica1!y

treated一
82

(100.0)

25

(30.5)

6

57

(69.5)

*

eO

-

121

(100.0)

24

(19.8)

6

97

(80.2)

2

Caseswith
cavltary
lesions

52

(100.0)

20

(38.5)

*

Q
》

-

32

(61.5)

3

1**

T◎tal

412

(100.0)

100

(24.3)

9
臼

1

2

312

(76.7)

4

3

1

Deter三 ◎rated三 益dicatescasesreturnedtosanatoria.

寧Diedfromaccide就 紳Diedofacutecardiacfailure
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びているのは,最 近数年間の著 しい労働力不足(図2に

示 した ところか ら明 らかで ある)に 支 え られた もの と考

え ざるを えない。

A)医 学的条件 の悪化

最近15年 間におけ る結核治療 の変革があ ま りに著 し

いた め,774例 中現行 のご とき2剤 以上 の併用 で6カ 月

単位 の化療が行 なわれた ものは552例(う ち肺外結核10

例)の みであ る。

これ らの うち昭和34年 以降 の肺結核 例412例 につ い

て,年 次別にそのX線 所 見をみた ものが表2で ある。表

か ら明 らかな ごとく空洞 遺残例が急激な増加を示 してい

る。 これ ら空洞遺残例は療 養所退院時(し たがつて施設

入所 時)に は,開 放陰性状態を長期間持続 していた こと

は もちろんでその期間は最短6カ 月か ら数年 に及 んでい

る。著者は以前報告5)し た とお り原則 として施設入所 と

同時 に化療 を中止 して菌 検索を行な う観察方法に よつて

経 過をみてい るが,従 来 この方法で施設在所中(1な い

し2年)に 排 菌がなければ社会復帰後の再悪化がきわめ

て少な く有効な方法 と考え られた。 しか し菌 陰性空洞 に

も同様な行き方が通用す るものか否かは明 らかでない。

元 来化療 を中止 して菌検索を行な う観察方法は,医 療 機

関を併設 していない施 設が多い ことか ら(経 済的に化療

継続 が困難 なために)と られた処置であつた。 しか し最

近 は(医 師 も患 者 も)化 療を中止す ることに抵抗を感ず

ることが多い らしく,全 国的にみ ると全入所者の過半数

が 化療 を継続 施行 せ られてい る施設 さえみ られ る◎著者

の施設では昭和40年 度で総数の1～1.5割 に化療が継続

されてい るが,表3に 示 したX線 所見別の排 菌お よび悪

化 は化療 期間を除外 して集計 した(先 の報告5)の ごとく

療 養に戻つた ものを悪化 としてい る)。表に示 した ご と

く412例 中100例(総 数 の24。3%)が 観察期間中に培

養が再陽性化 してい るが,う ち療養に戻 つ た も の22

例,死 亡(た だ し交通事故)1例 であつた。

X線 所見 との関連をみ ると菌陰性空洞群(施 設入所時)

お よび外科療法群に排菌 も悪化 も多 く,と くに前者は観

察期間中にその4割 近 くが再排菌 し,排 菌例の半数 が療

養に戻つてい る点今後に問題 があ るもの と思われる◎す

なわち後保護施設に入所 して くる例には開放 治の頻度が

高い といわれ る薄壁の ものが必ず しも多 くない こと,し

か し外科手術可能 と考え られる ものは1/3の みであるこ

と,手 術可能例の半数に再排菌 がみ られ る点 か らみ る と

手術 の適応 判定 の不十分 な もの もある と考 え られ るこ

と,等 の諸 点である◎ これ ら諸 点は本文 の 目的 ではな い

ので別 の機 会にゆず るが,い わ ゆ る菌陰性空洞 に対 して

は化療 を中止 して菌検索 を行 な う方法が有意義 であ るこ

とだけは強調 しておきたい。

外科療法群 に もか な りの悪化がみ られ るが,術 後の経

過不 良の ものが施設 に送 られ るこ とが 多いため と思われ
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Table4.Mean%VCattheTimeof

Discharge(1959～1964)

Year

1959

1960

1961

1962

1963

1964

撫 副 一%vclc鶯 麟VC

89(52)

75(33)

78(33)

64(36)

79(38)

45(24)

63.87%

67.29%

69.19%

64.08%

66、81%

64.97%

4

《
0

0
9

4
嶋

ハ◎

9

T◎tall43・ 66・・2%{ 32

Fig犠resi箆pare無thesisi箕dicatesthe蕊u血berofperso籍s

undergenesurgery.

Table5.PresentStatusof32Caseswith%VC

under40,Dischargeddurir塞g1959～1964

(Attheendof1964)

Prese益tstatus

OrdinarylabOr

Lightworkathome

Undermedicalcare

Died

Number

11}・9

1}・3

With
surgery

18

7

WithOut
surgery

1

6

Tota1 32125 7

る。成形群では対 側病 変の多 い ものお よび術側遺残空洞

のあ るもの,切 除群では合併症発生群に悪化が多い。

排菌者100例 中63例 は観察期間中1回 だけ排菌をみ

た ものであ るが,う ち療養に戻つた ものは4例(6.3%)

にす ぎず,す べて6コPtニ ー以上 の排 菌であつた◎ した

がつて5コ ロニー以下 の少数 菌1回 のみの排菌は比較的

安全性が高い と思われ る。これ に対 して観察期間中2回

以上排菌がみ られた37例 か らは19例(51.4%,た だし

交通事故死1例 を含む)の 悪化をみてお り,観 察期間を

揃えた比較ではないが2回 以上排菌す るものは危険が大

きい と思われ る。なお観察期間中に排菌 のみ られなかつ

た312例 では14例 が療養に戻 り,3例 が死亡 している

(事故1,心 不全2)◎

表4に は昭和34年 以降の施設経 由者について,退 所

時の平均%肺 活量を示 したが,と くに年次的に減少す る

傾 向は認め られていない。む しろ外科療法施行者の含 ま

れ る割合に よ り左右 され るよ うであ る。 これ ら退所者中

%肺 活量が40%未 満の ものが32例 あ つたが,そ の

昭和40年 末の就労状 況は表5に 示 した とお りで,内

職程 度の ものを含 めれ ば就労率は6割 に近 くな る。 しか

し手術を行なわ ないで%肺 活量が40%に 達 しない場合

には,そ の大部分が社会復帰不能 と 考え られ る。(なお

これ ら32例 の昭和40年 末までの追及期間は平均3年

4カ 月である)

社 会復帰不能の直接 原因 としての実数は少ない(表1)

が,重 視す べ きもの として精 神障害,消 化性潰瘍お よび
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Fig.3。MeanAgeattheTimeofDischarge

(1959～1964)
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Table6. RelationbetweenVocationalTraifiingintheInstituteandWorkingStateafterDischarge

(558dischargedcaseswithoutmedicalreasons,1956～1964)

Atte鶏dantinvocatio鶏a茎trai鶏ingcourse
Rece三vedoccupational

therapyonly

Year Readapted

W't隠 姦猛'nedlW'tho翻a'Red
Failedto

readapt
Readapted

Failedto

readapt

Tota1

1956～58
No.

%

42(9)

22.1%

61(10)

32.1%

40

21.1%

33

17.4%

14

7.4%

190(19)

100.0%

1959～61
No.

%

70(15)

32.4%

63(4)

29.2%

16

7.4%

53(1)

24.5%

14

6.5%

216(20)

100.0%

No.
1962～64

%

43(10)

28.3%

42(2)

27.6%

5

3。3%

55(1)

36.2%

7

4.6%

152(13)

100.O%

F三guresinparenthesisi獄dicatesthenumberofcasesse王f-supPorted.

アルコール中毒をあげてお く必要があ る。 とくに後2者

は社会復帰不能の直接原 因にな らない場合で もそれを困

難にす る因子 としての比重が 大き く,次 第に増加する傾

向があることか ら今後積極的に取 り組 まなければな らな

い問題であ ると考え られ る◎

B)社 会的条件 の悪化

施設退所時の平均年令は昭和25年 度の25.2才 を最低

としてその後30才 前後を上下 していたが,図3に みる

ごとく最近にいた り急激に上昇 して きた。また退所者 の

過去の学歴は図4に 示 した よ うに年 々低下 している◎ そ

のため施設本来 の 目的 である職業訓練について くる もの

が減る傾向にあるこ とは表6か らも明 らかである。 しか

し施設在所中作業療法課程(農 耕作業)の みに終始 した

もので も,そ の就労率は 向上 してお り最 近における雇傭

事情改善の影響が 大きい もの と思われる。このこ とは ま

た一面か らいえば後保護施設がけつ して職 業訓練所では

ない こと,し たがつ て訓練は再起意欲の振起を主眼 とし

て行 な うべ きことを示唆す るもの といえよ う◎なお表1

に も示 され てい るよ うに,高 令のために施設か ら直接 養

老院に移 るものも少数ではあるが増加 の傾向を示 してい一

る。

施設充足率に関連 した2,3の 問題

A)施 設入所基準について

厚生省社会局か ら出 されている結核回復者後保護施設

運営基準(昭 和31年)の 第2項 に よれば,後 保護施設

の入所基準は次の ようになつ ている◎

1.療 養の過程を経た結核 回復者 であつて医師(入 所

していた結核療養所の長,保 健所長 ま た は その他の医

師)が おおむね次の各号に掲 げる基準 に よ る 診断の結

果,後 保護施設において訓練指導を行 なつて も差支えな

いと認めた者であ ること。(1)一 般的症状 が 良好な こ

と。水泡音や カタル症状等理学的所見 な く,平 熱が入所

前において6カ 月以上続 いているこ と◎(2)X線 写 真
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上,病 巣は吸収,石 灰化 または停止状態 にあつ て空洞 を

認 めな くなつてか ら入所前において6カ 月以上経 ている

・こ と。(3)結 核菌培養が入所前 において 少 な くとも3

カ 月以上連続陰性であ ること◎(4)赤 沈値 が最少値(少

な くとも30mm以 内)に 安定 して,入 所前 か ら3カ 月

.以上経てい ること◎(5)伝 染性疾患 お よび 精 神的障害

の ない者であ ること◎

2・ 社会的適応性があ り,か つ更生の意欲のある者で

1あるこ と。

3.年 令は原則 として18才 以上であ り,か つ入所 中

指 導訓練を受け られ る年令であ ること◎

最近 の自験例には この基準に該当 しない もの,す なわ

ち空洞遺残例,精 神障害,更 生意欲の低下 した もの,指

導 訓練 の困難 な高令者等が増加 してい ることは前述の と

お りで ある。 冒頭に も述べた とお り施設入所対象は生保

・受給者 に限 られ てい るか ら
,療 養機関か らの退院にさい

し医療扶助審議会 の退院指示(最 近は結核診査協議会に

よ る命令入所解除)に よる規制を受けてい る は ず で あ

る 。 した がつ て施設入所希望者に対 しさらに選択を行な

うことは,選 に洩れた ものを直接社会に 出していつそ う

の 悪条件下 にお く結果 になるもの と思われ る◎著者は こ

の よ うな観点 か ら 医学的入所基準 を 医療扶助退院基準

(現在 は命令 入所解除)の 線に一致せ しめて きたが,こ

。れが上記 社会局基準 と食 い違 いを生 じた一因 と考え られ

る 。

全 国各施設 におけ る入所基準は どのよ うになつてい る

で あろ うか。 これにつ いて昭和40年2～5月 に31施 設

・に つき調査 を行なつたが,28施 設か ら回答が得 られた。

そ の結果 に よる と前記厚生 省社会局基準を採用 してい る

庵 のは2施 設 にす ぎない。社会局基準 の出され る以前に

多 くの施設 に用い られていた東京都療養所長保健所長連

絡 委員会の治癒 判定 基準6)を 採用 してい るものが12施

設 み られ,他 の14施 設 では独 自の基準に よるか,あ る

いは個別 に判定 が行 なわれ ている。実際に施設に入つて

晦い る ものの状態 をみる指標 として空洞遺残例の有無別で

分 けてみる と,表7の ご とく独 自に判定を行なつてい る

Table7.CriteriaforAdmissionandFbuhder

oftheInstitutiensinRelationtothePresence

ofPatientswithCavitaryLesioninthe

28RehabilitationInstitutionsinJapan

duringtheYears1960～1964

Criteriaforadmissionsettled「by:

MinistryofHealthandWelfare

PublicHealthBureau,Tokyo

Metropolis

Own.criteria

F◎u雄deroftheinstituteins:

InstitutioRsundertheRehabi1-

itationSectionoftheMinistry

ofHealthandWelfare

Public

Incorporated

InstitutionsundertheInstitu-

tionSecti◎noftheMinistryof

HealthandWelfare

Public

Incorporated

Cavitary
casesare
admitted

6

13

ウ
臼

耀⊥

1

ウ
御

4

Cavitary
casesare

net
admitted

2

6

1

60

雪
義

Table8.

施設には空洞遺残例 のみ られ るものが多い◎ また設立主

体別にみ ると空洞遺残例 のない施設 は後保護指導所関係

のみであ り,入 所基準 の如何が ある程度施設充足率に関

連があ るもの と思われ る。ち なみに全 国各施設 の充足率

は表8に 示 した ご とくであるが,と くに公立 後保護指導

所が低率である。(全 国的規模 の最新資料 が 入手 できな

かつたので昭和39年 の資料に よつた。 した がつ て現在

では この うち3施 設 は閉鎖せ られ ている)

かつて入退院基 準が実施せ られた 当時,回 復者 の雇傭

は きわめて困難 であつ た。 したがつ て施設 入所基準を厳

重に して治癒程 度の完全 なものを採 り,職 業訓練 に力を

入れて雇傭を容易にす る方針 が とられた ことは当然であ

ろ う。 しか しなが ら労働 力不足 の影 響 もあつて,治 癒程

度に問題がな くて働 く意欲があれば雇傭 自体には問題の

な くなつた現在,と くに リハ ビ リテ ーシ ョンの困難 なも

AvailableCapacityandActualOcc叩ancyRateoftheInstitutionsforVocational

RehabilitationoftheTuberculosisConvalescentsinJapan,1964

Sorta夏dfou獄derofiast三tutio轟s
TotalN犠蹴berof

a▼ai1able三】隠st三t犠t三〇駆e

capadty

Numberofaetually
admittedcase
(Occupancyτate)

IastitutionsundertheRehabilitati◎nSecti◎n

oftheMinistryofHealthandWelfare

Public

Incorporated

23

3

1520

250

793(52.1%)*

181(72。4%)*

Jlnstituti◎nsundertheInstitutionSectionofPublic

theMinistryofHealthandWelfareIncorporated

1(3)+

3(4)÷

80

210

56(70.0%)**

189(90、0%)**

孝BasedondatafromMinistryofHealtha熟dWe!fare ,(1.Jul.19(議)

紳BasedondaねfromTomobeRehabMtationFar鵬
,IbaでagiPref,,(1.Oct.1964)

やOccupancyrateof3publica無d4inc◎ 叩oratedinstitut三 〇無swere59%and101%respect薫ve三y,on15.J騰n.1963.

(Agdataofa1!Institutio翁su翁dertheI箆sti楓io籍SectionoftheMi獄istryofHealthandWelfarei無1964were

ぬotobta董nable,datashow簸inthigtablewerebasedi丑 負guresprese飢edi無the1963thConfere皐ceofRehabili_

tati◎nServicesinJapan)
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のを積極的に対象 とす る態度が必要 である と思われ る。

そのためには施設におけ る医学的管理が より重要 となる

ことはい うまでもない◎前述の ごとく著者は施設入所基

準 を医療扶助退院基準の線においてい るが,こ れ は厚生

省社会局基準 よ りも抽 象的であ るために実際の判定 に当

たつてはかな りの幅が生ず ることはやむをえない と思わ

れる。 この点についてはす で に 報告η したが,昭 和37

年以後(し たがつて施設経 由者 につい てみれば 昭和39

年以降)は 命令入所解除 の線が,施 設入所基準に該当す

る ことになつた。結核 予防法では感染性消失を唯一の拠

り所 としてい るため,実 際 の判定に当たつてはさ らに幅

が広くなつてい るように思われ るが,ま だ例数が十分 で

ないため確言はできない◎

B)施 設の立地条件

後保護施設経 由者がその就労形態 の多 くを雇傭の形に

依存 してい ることはい うまで もない◎ したがつて施設を

雇傭に便 な土地に設け ることは絶対的 に必要 な条件 と思

われ る◎都会生活が回復者に とつ て理想的な もの とはい

えないが,現 状においては容易に雇傭 口を得 るには都会

をおいては ない とい える◎都会地に施設を設 け る こ と

は,再 起意欲に対す る刺激を与 える意味か らも適切 と考

え られ る。図5に 示 したのは昭和34年 以降神奈川後保

護施設 を経 由 して雇傭せ られた281例 の就労地をみた も

のであ るが,そ の大部分が京 浜工業地帯に吸収せ られて

Table9.OccupationoftheDischargedinRelationtothatbeforeOnsetoftheDisease

Occupat三 〇nalstatebefore

Big
eaterprises
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Fig.5.MapofKanagawa-Prefectureandits

Circumference,RepresentingDistribution

andNumberofEmployedCases

(281cases,1959～1964:excluding8

remoteorunknowncases)
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いる ことが 分か る◎最近 閉鎖 された3施 設はいずれ も交

通不便 な地 に存在 し,立 地条件 の点に難があつた もの と

思われ る。

C)雇 傭上 の問題

施設経 由者の就労事情が最近好転 してい ることは く り

返 し述べた とお りであ るが,そ の内容にいたつてはけつ

して満足で きるものでは ない。

表9は 昭和25～39年 の期間に神奈川後保護施設を経

由 した ものの うち,退 所後ただちに就労 した512例(雇

傭453,自 営59)に ついて,退 所後 と発病 前 との 就業

状態の関連を示 した ものであ る◎雇傭 の多 くが 中小零細

企業であ ること,復 職の少ない ことに問題 がある◎雇傭

者453例 中復職は39例(8。6%)で あるが,療 養期間が

永いためにいつたん退 職後再採用の形 になつているもの

が多い。健康管理,労 働条件等の面 で有利 と思われ る大

企 業お よび官公庁には,臨 時採 用を含 め て それぞれ14

例(3.1%),9例(2.0%)が 雇傭 されたにす ぎない(こ

こにい う大企業 とは東京株式市場 におけ る第1部 お よび

第2部 銘柄上場 企業お よびそれ らと同規模 の も の をい

う)。表10に みる よ うに大企業 および官公庁に よる雇傭

は年次的な増加を示 していないか ら,最 近 の雇傭増は も

っ ぱ ら中小零細企業の増による ものである◎昭和39年

末 までの施設経 由者総 数774例 の発病 当時におけ る就業

状態 は表11に みる とお りであるが,大 企業お よび官公

庁雇傭者 は発病時雇傭者 の1/3を 占め てお り,復 職不能

者 の退職 が大企 業の結核管理成功 の一因 となつてい るこ

とは争えない事実 と思われ る◎

今後 のあリ方

従来後保護施設における最も大きな問題の一つに施設

結 核 第41巻 第4号

Table10.NumberEmployedaccordingtothe

SizeofEnterprise1950～1964

Employedin

Bigenterprises

Governmento伍ces

Others

Tota1

19501953195619591962
～52～55～58～61～64

12344

1152

946104151120

1149112157124

Sumef
15Yrs

14

9

430

453

Table11.OccupationbeforeOnsetofTuberculosis

among774Discharged1950～1964

Employedin

Bigenterprises

Governmento伍ces

Others

Studentorpupil

Housewife

Militaryservice

Privatebusiness

None

Unknown

Tota1

1950195319561959】.962
～52～55～58～61～64

11

Q
》

9
臼

ウ
鰻

9
劇

32403825

1116116

37101125112

7271914

5111912

Sumof
15Yrs

1

65129

410219

111

146

44

384

69

47

2

44

4

127・ ・321・246・ 即74

経 由者の再雇傭 の困難性が あつ た。そのため比較的治癒

程度 の確実 と思われ るもののみを 入所 せ しめ,職 業訓練

によつ て雇傭 を容 易な らしめる方 針が とられた。 しか し

経済規模拡 大,労 働 力不足 の情勢 によつ て雇傭 事情に好

転がみ られ る現在,入 所対 象 としては とくに リハ ビリテ

ーシ ョンの困難 なものに焦点を合わせ る必要が あると考

え られ る。 自験例に よつ て示 した ご とく,治 癒程度不確

実 なもの,心 肺機能低下,再 起意欲不良,高 令者等がそ

れに該 当す る◎ これ らの ものを積極的 に対象 とす ること

は施設充足率の向上に とつて も適切な ことと思われ る。

この よ うな措置に伴つて施設におけ る医学的管理 とく

に治癒程度の判定には従前以上に意を用い る要があ る。

実地上はいわゆ る菌陰性空洞が最 も重視すべ きもの と思

われ るが,著 者は化療を中止 して菌検索を行 な う観察方

式が適切な もの と考 えてい る。心肺機能低下は古賀8)が

強調す るごとく院内 リハ ビ リテ ーシMン と しての理学療

法に まつ ところが大 きいが,こ れ によ り職業訓練が不要

化す るとい う説には疑問が ある◎ なお外科手術後の心肺

機能低下には合併症お よび血清肝炎が大 きい関係を有す

ることを指摘 してお きたい。

施設入所対象の社会的条件の悪化に よ り職業訓練に も

転換を迫 られてい る面が多い。元来集団指導方式の通用

しがたい対象であ る うえ,再 起意欲低下の比重が大 きく

なつてい るためであ る。今後の対策 として授産形式の導
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Table12.NumberEmployedthroughPublic

EmploymentSecurityAgency,1960～1964

NumberNumberemployed
Yea「empl・yedth「oug毫

9茎鵠oyment

1960497

1961572

1962383

1963556

1964314

23022Total

(9.6%)

入を試みているが,ま だ成果を発表す る段階ではない。

中小零細企業では雇傭時採用検査を行な うものが少 ない

ことは岡田9)も述べ ているが,無 意味な嫌悪感に支配 さ

れた り,賃 金買叩きの材料 とす る等の事例がみ られ,こ

れが職安経由を忌避す る一因 となつている よ うに思われ

る(表12)。 職安 との連繋の面で結核予防会の回復者相

談室le)11)は今後期待 しうる試み と思われ る。雇傭促進の

ために施設立地条件は最 も重要な もの と考 え られ るが こ

れについては前述 した とお りである。

大企業におけ る結核管理成功 の蔭 には,多 くの復職不

能者の放 出があつた もの と思われ る。前述の ごとく後保

護施設においては,こ れ ら の 多 くの 「面倒をみて」お

り,こ の意味か ら今後雇傭面 で大企業の協力を要請す る

ことはあ ながち不 当な訴 えではない と考 える。

最近は零細企業 にまで健康保険が普及 した結果,神 奈

州県衛生部の調査盤2)にもみ るごとく健保患者 にも リハ ビ
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リテーシ ョンの困難 なものが少な くない◎ これ らに対 し

て もなん らかの形で施設の門戸が開かれる ことを望んで

や まない。

結 び

結核回復者後保護施設 の充足率 向上に資す る目的で,

自験例を中心 としてその問題点 と今後のあ り方につき考

察を述べた。雇傭事情 改善 を背景 として,リ ハ ビ リテー

シ ョンの困難なものを対 象 とす る努力,立 地条件への配

慮,雇 傭面での大企業 の協 力等が今後 とくに望まれる点

と考え られる。

岩崎竜 郎先生 のこ校閲を感謝す る。本論文 要旨は第22

回 日本公衆衛生学会総会分科会 シンポジ アムにおいて発

表 した。
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